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おはようございます。 

ただ今から、令和７年２月の農業委員会定例総会を始めたいと思います。 

本日は委員８名の出席で定足数に達していますので、総会は成立します。 

本日の会議録署名委員を７番甲斐委員、８番井野委員にお願いいたします。 

議案第２５号 農地法第３条（委員会） 

 それでは、ただ今から始めます。 

議案第２５号 農地法第３条（委員会）について事務局から説明をお願いします。 

【議案第２５号 農地法第３条（委員会）について詳細に説明】 

申請番号 07-1 （権利）所有権移転 有償 （所在）○○○○○○○○○。（登記

地目・現況地目）共に田。（面積）895㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）共

に田。（面積）2,930 ㎡。○○○○○○○○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）

2,449㎡。同じく○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）541㎡。同じ

く○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に畑。（面積）1,144 ㎡。同じく○○○○。

（登記地目・現況地目）共に田。（面積）3,510㎡。計 田 5筆 10,325㎡。畑１筆 1,144

㎡。合計 6筆 11,469㎡。（譲渡人）熊本県阿蘇郡小国町大字○○○○○○番地。○○○

○○氏。（譲受人）熊本県阿蘇郡南小国町大字○○○○○○番地。○○○氏。（申請事由）

譲受人の規模拡大のためでございます。 

この案件につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないと思われ、許可要

件の全てを満たしていると思われます。 

参考資料といたしまして次のページに関係位置図、それから本日お配りしました３

条現地確認写真をご覧いただきたいと思います。 

続きまして別にお配りしています農地法第３条関係許可審議票につきましては野口

より説明いたします。 

それでは当日配布資料をご覧ください。 

【農地法第３条関係許可審議票について詳細に説明する】 

以上です。 

はい。ありがとうございました。 

それでは、関係委員の方の説明をお願いします。 

１番藤堂委員から説明をお願いします。 

それでは、本件について説明をさせていただきます。 

まず譲受人の○○○氏ですけれども、○○地区でも数少ない専業農家でして、認定農

家にもなっていらっしゃいます。家族のご協力も得ながら年間を通して○○・○○・○

○○○、また夏場については○○○○等で複合経営で今やってらっしゃいますけども、

この土地につきましては○○○○○さんの水田及び畑ですけれども、元々○○の○○

○○さんという亡くなられた方が耕作していた水田等なんですけれど、相続で○○さ

ん名義になっていると。元々は○○さんが生きていらっしゃる頃は全部耕作していま

したけれどもその後、遊休農地といいますか休耕田等になっていましたけれども、こ 



 

 

 

 

 

○会長 

 

 

 

○○推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○会長 

○事務局 
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こ数年来はその内の何枚かは○○○さんが○○○として活用していたという経緯もあ

って今回、６筆ですけれども○さんが買い取りをするということで、目的としては○○

○でということですけれども、元々○○○として活用していた経緯もありまして、何ら

問題はない、という判断をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それでは皆さんからご意見等がありましたらお願いします。 

 （○推進委員手をあげる） 

 ○委員からどうぞ。 

 あのこれは事務的なことですが、赤の図面で区域がしてあるところに地番の割り振

りはできなかったんでしょうかということで、だいたい想像はできますが。それと○○

○○○さんという方と○○○○さんの関係は長女の方かなと。私は○○○○さんとか

○○○さんとか姉弟の方も知っていますが、多分○○家と○○家のあれで○○さんに

なったと思います。それについては何も言いませんが。単価の変動についてですね、私

の地域の近隣に、○○○というところで暮らしていますが、○○○の○○地区で田んぼ

を売りたいという人もおりまして、近隣の不動産がどのような単価で流れているのか

に少し興味がありますので、単価のことについては今流行の守秘義務とかいうやつで、

もしも具体化して私どもの近隣で売買があるときには多少なりともお教えいただくこ

とが可能でしょうか。事務局お願いします。 

 はい。事務局からよろしいですか。 

 はい。事務局より回答します。 

 まず、最初に質問のありました位置図の地番につきましては、これまでは位置図とい

うことですので地番は標記していませんでしたが、委員さんからのご要望がありまし

たら、こちら地番を載せるかどうかというところは一度検討してから対応させていた

だきたいと思います。それと最後にありました不動産の金額というか売買金額、不動産

関係の金額は、農業委員会は取り扱っていないのでご回答はできないんですけど、農地

の売買についてはやはり農地の場所〃〃による状況、あとは所有者さんの考え、買う方

の考えも含めて平均的な単価というのはこちらも集計を試みてはいたんですけど、

中々ばらつきがあるからですね集計が難しいというところでして、これまで過去の事

案で周辺地域の案件に関しては調べることはできるかなとは思いますが、平均的な単

価を出すのはやはり難しいかと思います。 

 以上です。 

 はい。分かりました。差し障りのないような答弁ですが、この図面で見るとおりに道

路沿いの田んぼもあればちょっと奥にはまったような田んぼもありまして、事務局と

しては単価についてのどうのこうのは把握していないということですよね。 

 事務局からよろしいですか。 

 はい。事務局より回答させていただきます。 

 単価としてではなく、その土地全体をいくらで購入されたかは申請書で確認してお 
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りますが、単価としては確認はしていないということです。 

 以上です。 

 分かりました。申請書というのは実際の取引価格を書くようになっているんですか。 

売買契約等も確認したんでしょうか。どうぞ。 

 事務局からお願いします。 

 はい。申請書は本人さんから申請者のお二人からいただいておりまして、今回は所有

権移転でありますので契約書は付いておりませんが、金額に関しては６筆全筆でいく

らにするという形でいただいてはいるところです。 

 以上です。 

 分かりました。以上質問は終わります。 

 他に皆さんからご意見がありましたらお願いします。 

 ありませんか。 

 （はい。という声あり） 

 それでは賛成方の挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 それでは全員賛成ですので当委員会としまして許可をいたします。 

議案第２６号 基盤強化法等改正法附則第５条 

（農用地利用集積計画の公告） 

 続きまして、議案第２６号 基盤強化法等改正法附則第５条（農用地利用集積計画の

公告）について事務局から説明をお願いします。 

 次のページをお願いいたします。 

【議案第２６号 基盤強化法等の一部を改正する法律附則第５条 

          （農用地利用集積計画の公告）について詳細に説明】 

（権利種別）貸借権設定 申請番号 07-1 （所在）○○○○○○○○○－○。（登記

地目・現況地目）共に田。（面積）2,826㎡。○○○○○○○○○－○。（登記地目・現

況地目）共に田。（面積）1,161 ㎡。○○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）944 ㎡。○○○○○○○○－○。（登記地目・現況地目）共に田。（面

積）3,849㎡。合計 田 4筆 8,780㎡です。（利用権）使用貸借権。（貸付人）熊本県熊

本市○○○○○○○丁目○番○○－○○○号。○○○○氏（借受人）熊本県阿蘇郡南小

国町大字○○○○○○番地○。○○○○氏。（利用目的）は水稲。（借賃）無償。（期間）

につきましては令和 7年 3月 1日から令和 12年 2月 28日まで。再設定でございます。 

以上です。 

ありがとうございました。 

それではただ今の農用地利用集積計画につきまして、ご意見ご質問等がありました

らお願いいたします。 

（○推進委員手をあげる） 
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○１番委員 

○委員からお願いします。 

○○○○○○さんの相続で○○○○さんということで、私たまたま○○○○の○○

○○の近くにあります、○○○さんの○○さんの娘さんからですね今○○を作りよる

ということで田んぼを耕していますが、その周辺にある田んぼがおそらくこの○○、○

○○○さんの分だと思います。字図で調べましたら○○○○さんとありましたので、ど

この人かと思いましたら○○○○さんの関係ということで承知したんですけど。その

周辺にですね○○○○さんという方の田んぼがありまして、いつも架干しできれいな

架干しをして見事だなと思っていたんですが、事情で去年は作っていないです。それで

今現在がちょっと遊休地のようになっておりまして、そこを今度○○○○さんが作ら

れるということで。近隣の斡旋という形でここも作るなら○○さんにも交渉を、推進委

員さんがするのか農業委員さんがするのか分かりませんが中継ぎをしてやったらどう

かと思うわけです。それが一つ。 

もう一点は、8反 7畝もありながら全部が無償ということで、これはよっぽど親戚とか

よっぽどの近い関係の方で無償ということが成り立つのかなと思いますが、私は個人

的な感覚ですが、先祖代々の土地を、今まで収益を上げてきた土地なのにそれを敢えて

無償で貸すということに対して本当に無償でいいのかなと思うわけです。今までにこ

ういった大量の面積を無償という例があったんでしょうか。何か非常に先祖に申し訳

ないという気もいたしますので、何を言うてつかわからんばってん、無償が適当である

かどうかのご意見を他の委員さんにもお尋ねしたいんですけど、よろしいでしょうか。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番穴井委員お願いします。 

 今の件でございますが、○○○○さんと○○○○さんは○○と○○○ということで、

もう親の代から仲良くされておったというか、親戚扱いをしておったんではなかろう

かというふうに思います。そういったことで無償ということもあろうし、いわゆる作る

方もですねお願いをして作るとなると、やっぱり少々の無理は省いて何とか作ってく

ださいということであれば、やっぱり無償ということもできてくるんじゃなかろうか

なというふうに思います。 

 （６番委員手をあげる） 

 ６番河津委員。 

 補足いたしますとですね、○○○○さんは今こっちに居らず誰も居らんわけですよ。

この田んぼを守る人が。それで姉さんの旦那にも話をしたんですけど、姉さんの旦那は

作れないと。○○○○さんとしてはですね一部以前作っておりまして、○○○○さんの

方がですねこのままでは農地が荒れるから無償でいいから作っていただきたいと。要

するに農地を守るために無償でもいいということを伺っております。 

 以上でございます。 

（１番委員手をあげる） 

１番藤堂委員。 

今○推進委員さんの方からありました無償ということについてなんですけども、実 
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際私も水田とかを作っておりますけれども、休耕田自体がですねかなり私の家もあり

まして、休耕田自体も管理に結構手間暇がかかる。中山間事業との絡みもありまして、

年に何回かは草を切ったりとか、トラクターで鋤いたりとか、そういう手も考えるとや

っぱり人件費とか燃料代とか考えるとですね、タダでもいいから誰か面倒見てくれん

かな、という思いもありますので、ここは文面上は無償ということになっておりますけ

ども、そういう維持管理に関する経費等も考えると、実際にはマイナスがプラマイゼロ

になるということですから貸す人、貸し手にとってもそれなりのメリットはあるとい

う上での無償ということではないかなと思います。 

 はい。ありがとうございました。 

 （○推進委員手をあげる） 

 ○委員。 

 無償というか、再設定ということですね。今までの条件がそのままでお互いに納得の

上でだと思いますが、○○○の事例で言いますと、中山間の交付金は田の持ち主にあげ

てそして尚且つ畜産をやっている方が牧草を植えたときには、農業委員会で賃貸借を

取り交わして転作奨励金の牧草の交付金は作った人がいただくと。作っている人と土

地の持ち主がウィンウィンの関係で持ち主には中山間の交付金が入ってくる。借りた

人には転作の牧草の助成金が入ってくるということで、そういう関係が成り立つとい

うことでありますので、無償という表現からそういった交付金が生まれてくるという

ことで、荒さなければお互いに良いことがあるということで認識しております。 

無償、タダほど高いものはないという感覚でしたが、私たちの目的は遊休地を作らない

ということが大前提ですからこれはこれで良いんじゃないかと思います。 

 以上です。 

 はい。よろしいですか。他に皆さんからありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは採決に移ります。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 はい。全員賛成ですので当委員会として決定したことを町へ通知いたします。 

 議案第２７号 基盤強化法等改正法附則第５条 

（農用地利用集積計画の公告） 

 続きまして、議案第２７号 基盤強化法等改正附則第５条（農用地利用集積計画の公

告）について事務局から説明をお願いします。 

 はい。次のページをお願いいたします。 

【議案第２７号 基盤強化法等の一部を改正する法律附則第５条 

          （農用地利用集積計画の公告）について詳細に説明】 

（権利種別）所有権移転 申請番号 07-2（所在）○○○○○○○○○○・○○○○ 
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合併番です。（登記地目・現況地目）共に田。（面積）1,576 ㎡。同じく○○○○。（登

記地目・現況地目）共に田。（面積）568 ㎡。同じく○○○○。（登記地目・現況地目）

共に田。（面積）975㎡。合計 田 3筆 3,119㎡です。（利用権）所有権移転。（譲渡人） 

熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８番地１。公益財団法人 熊本県農業公社。（譲受

人）熊本県阿蘇郡南小国町大字○○○○○○○番地。○○○○氏。（利用目的）は野菜

でございます。 

以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の農用地利用集積計画についてご意見ご質問等がありましたらお願

いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番穴井委員お願いします。 

 お尋ねをいたします。渡人が農業公社となっておりますが、○○の方だろうと思いま

すけど、元々の持ち主といいますか所有者はどなたでしょうか。言えるなら教えていた

だきたいと思います。 

 事務局からお願いします。 

 事務局より説明させていただきます。 

 こちらにつきましては、昨年の 11月総会の時に、○○の○○○○さんから農業公社

への所有権移転がされておりまして、今回の案件となっております。 

 すみません。そちらに関しては備考に載せるべきでしたが今回載せてなくて大変申

し訳ございませんが、内容はそういう形になっております。 

 以上です。 

 はい。分かりました。ありがとうございました。 

 他に何かありませんか。 

 （１番委員手をあげる） 

 １番藤堂委員お願いします。 

 質問ですけども、この議案についても権利種別としては所有権の移転ということな

んですけども、今日の１件目の議案でも同じ所有権移転でしたけども、そちらは３条、

こちらは同じ所有権移転ですけれども第５条。で、違うということは当事者の片方が農

業公社が入っているから５条に該当という認識でよろしかったでしょうか。 

 事務局から説明お願いします。 

 事務局より説明します。 

 議案第２５号と２７号の違いとしましては、まず法律がですね、農地法が農地法第３

条で議案第２５号であったものでして、今回の議案第２７号は基盤強化法等の一部を

改正する法律に基づいての手続きになっております。 

ひとつはまず法律が違うところが一点。あと先ほど藤堂委員がおっしゃったとおり、

こちらの議案第２７号につきましては、農業公社を通した所有権移転という形になり

ますので、そこも先ほどの議案第２５号の所有権移転と異なる件で間違いありません。 
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 以上です。 

 はい。分かりました。 

（○推進委員手をあげる） 

 ○委員からどうぞ。 

 開会の前に今年から１月からその資料をということで、早速この事例が出てきまし

たが、11 月の議案があれば○○○○さんという記憶が若干あったようななかったよう

な気もしますが、法律の違いということで分かりました。それと後学のために、遊休地

を減らす努力のためにも 3 反もの田んぼに野菜ということで、どのような野菜が今、

生産者にとって考えられているのか野菜は何でしょうか。どうぞ。 

 事務局からよろしいでしょうか。 

 事務局より説明させていただきます。 

 今回の申請地の場所につきましては、○○○○さんが作られているときにハウスが

ありまして、○○○○氏に確認しましたところ、ホウレンソウを作られるというふうに

お聞きしております。 

 以上です。 

 よろしいですか。○委員。 

 はい。 

 他にございませんか。 

 （５番委員手をあげる） 

 ５番日野委員からお願いします。 

 はい。11月に農業公社に預けてありますが、そして所有権移転が今年の 2月ですが、

最短でそのくらいかかるとですかね。11月に申請してから。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。そうですね。今ご質問のありましたとおり、こちらの農業公社を通す売買、後

は貸借りもそうですけど、最短でやはりこのくらいのスケジュール間です。11 月に案

件がありましたら次は 2 ヶ月くらい空けてからの 2 月に改めて所有者さんの方に動く

というふうなスケジュール間にはなっております。こちらがやはり公社との手続き間

でも最短にはなっております。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 他に皆さんからございませんでしょうか。 

 （１番委員手をあげる） 

 １番藤堂委員からお願いします。 

 はい。すみません。今審議されている案件は去年の 11月に所有権移転が農業公社の

方になされていたということですけども、先月の会議でも出たかと思うんですけど、せ

っかく右の備考覧がありますので、事務局のほうで考えられるケース、ここはひょっと

すれば農業公社となっているけど、元は誰の土地なんだという質問が出るかもしれん 
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な、という閃きといいますか、を使っていただいて、備考覧に現所有者○○○○さんと

か書いておけば質問は出ないという話しですので、この備考覧の活用というのを是非

お願いしたいと思います。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。すみません。今藤堂委員がおっしゃったとおり、今回備考のほうに本来載せる

べき案件だったと思いますが、空欄となってしまい大変申し訳ございませんでした。 

同様の案件がございましたら次は備考覧に委員さんが一目で分かるように載せておき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 基本的にはどういう質問が出るか解りませんので中々難しいところもあろうかと思

いますけど、その点はしっかりお勉強していただければと思います。よろしく願いしま

す。 

 （○推進委員手をあげる） 

 ○委員お願いします。 

 公社がらみで所有権移転をするとメリットがあるということは前回の会議で聞いた

んですが、公社がらみで農地転用とか、農地転用して売買とかそういうしがらみは公社

を通じたら何かあるんでしょうか。農地法第３条だけが公社がらみになる訳でしょう

か。 

 事務局からよろしいですか。 

 事務局より説明させていただきます。 

 しがらみといいますか、公社を通しての関係に関しましては先ほど○委員がおっし

ゃったとおり、税制上の優遇措置というのがございます。そのかわりですねやはり譲受

人の方の要件、後は場所の要件というのがございます。農業公社を通してこのように手

続きをするにはまずその場所が農振農用地区域ですね。農振地域の農用地区域に該当

していること。後は譲受人の方が中心的な方、認定農業者とかですね。そういう方でし

たら今回のように農業公社を通した財政措置の優遇を受けることができる所有権移転

というのが、手続き的に可能となっております。 

 それ以外に一般的に誰でもできるものが農地法３条、貸借り、売渡ですね、にはなっ

ておりますので、そこが違うところかとは思います。 

 以上です。 

 よろしいですか。 

 だから４条転用と第５条の転用、売買、これを公社が先にしとって、それを買うとい

うことは可能でしょうか。そしたら税制法上有利、メリットがあって最後に手に入れる

人は。公社がそういうことができるかということですね。第３条しか公社はかかわらん

のか、それが聞きたかったんですよ。 

 事務局からお願いします。 

 事務局より説明します。 

 農地法４条・５条の転用に関しましては農業公社は取り扱っておりません。 基本的

には農業を利用する上での手続きを対応する形になっております。 
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以上です。 

 よろしいですか。 

 はい。 

 それでは採決に移ります。 

 賛成の方の挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 

 はい。全員賛成ですので、当委員会として決定したことを町へ通知いたします。 

 議案第２８号 農業経営基盤強化促進法に定める 

地域計画目標地図素案の決定について 

続きまして、議案第２８号 農業経営基盤強化促進法に定める地域計画目標地図素

案の決定について事務局から説明をお願いします。 

それでは最後のページをお願いいたします。 

【議案第２８号 農業経営基盤強化促進法に定める地域計画 

              目標地図素案の決定について詳細に説明】 

 こちらにつきまして、本日お配りしております目標地図の素案 3 ヶ所分でございま

すが、こちらをご確認していただきたいと思います。 

 こちらは農業経営基盤強化促進法第１９条の規定によりまして、南小国町のほうが

策定することとなっております地域計画につきまして、その中で目標地図の素案作成

を同法の第２０条に基づきまして、南小国町長より南小国町農業委員会のほうへ依頼

され今年度作成したものになります。 

詳細等については野口より説明をいたします。 

 当日配付資料の地域計画目標地図素案につきましては、今年度令和６年４月から行

っているアンケート調査、タブレット調査及び各集落ごとの聞き取りから作成したも

のとなっております。本町全 64集落の地図を作成しており、配付資料にはすみません

全てではありませんが、各大字ごとから一集落をピックアップしております。 

目標地図につきましては、総会に議案として諮り承認後南小国町農林課に提出するこ

とになっております。 

 また、地域計画については、令和 6年度末で一度策定されますが、内容については毎

年見直しを行う予定となっております。 

 以上です。 

 はい。ありがとうございました。 

 それではただ今の件について、皆さんからご質問等がございましたらお願いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番穴井委員お願いします。 

 この地域目標地図素案という資料が出ていますけど、私たちはですね目の良い方は

いいんですが、目の悪いものにはちょっと見えにくいんですけども皆さんはどうか分 
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りませんが、もう少し字を大きくできないものかなというふうに思いますが。 

如何でしょうか。 

 事務局からお願いします。 

 事務局から回答させていただきます。 

 今回の議案の添付資料をどのような形でお配りしようか悩んだところだったんです

けど、これより大きい紙Ａ３で印刷しましたが、こちらの名前に関してはＡ３でも見づ

らかったので、こちらＡ４でさせていただきました。実際集落の方にはＡ１という更に

大きい紙でお配りしますので、実際集落の皆さんにご覧いただく際には、名前がそれぞ

れ解るような図面でお配りしますので、今回の総会に関しましては見にくい形で大変

申し訳ございませんが、住民の方に届くときにはしっかりと見える形で印刷しますの

でよろしくお願いします。 

 はい。わかりました。 

 （６番委員手をあげる） 

 ６番河津委員お願いします。 

 はい。今抜粋でですね、各区の素案図が出ておりますけど、これは委員さんに一部ず

つ配布することはできるんですかね。 

 事務局からお願いします。 

 はい。配布に関しましては農業委員さん、推進委員さんにはお配りすることができま

す。そちらに関しては先ほどご説明したとおり全 64集落地図がございますので、各担

当地域の地図、若しくは全部欲しいという方にはお出しすることはできるかなと思い

ますが、その時には改めて事務局に連絡いただければと思います。 

 以上です。 

 はい。 

 （１番委員手をあげる） 

 １番藤堂委員。 

 はい。すみません。これはまだ地図の素案ということですけど、できれば先ほど穴井

委員のほうから出ました文字を大きくということもそうなんですけど、どこの地区か

ぐらいは入れていただくと解りやすいのかなと。この１枚目と２枚目の素案の地図と

３枚目の地図と随分なんか違うんですけど、この違いは何か訳があるんですかね。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。今藤堂委員から要望のありました地図に関しての地区名につきましては、入れ

るように改めて対応させていただきたいと思います。図面の３枚目の違いに関しまし

ては、こちら地籍が入っているか入っていないかで異なっております。中原・赤馬場地

区につきましては地籍が全て完了していますので、こちらはシステムで出力したデー

タでこのようにできております。ただ、満願寺のほうの地籍の入っていないところに関

してはどうしても手作業での作成になりますので、３枚目に関してはこのような形に

なっているところでございます。 

 あとひとつ補足で、１枚目の地域に関しましては赤馬場千光寺集落の地図になりま 
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す。２枚目中原につきましては地蔵原・松ノ木の地区になっております。 

 以上です。 

 はい。他にありませんか。 

 （○推進委員手をあげる） 

 ○委員からどうぞ 

 あの真ん中の番号は地番ですか。分からんばってんか、番号は何ですか。地番ですか。

名前。 

 事務局からお願いします。 

 事務局より説明します。 

 上２枚の紙につきましては、入っているのは所有者名になります。３枚目に関しまし

ては、地番が地図には入っていまして、左下の方にお名前が入っています。３枚目に関

してはどうしても手作業で作成したため、統一できなかったところがございますが、よ

ろしくお願いします。 

 はい。じゃあ色違いの説明も出来上がったときに、緑は何々とか青は何々とか出るん

でしょうけど、右下にありますＮＴＴインフラネット何とかと書いてあるのは、これは

タブレットとかあれば私どももこれを引き出して見ることは可能なんでしょうか。そ

れとも役場だけのシステムの完備ですか。 

 事務局からお願いします。 

 はい。まず色分けにつきましてはこちら所有者ごとに色が違うようになっておりま

す。そちらの右下に書いてあるインフラネットとかはですねこちらのシステムに関し

ては農業委員会の事務局のほうで扱っている農業委員会サポートシステムというもの

で出力したもので、こちらは基本的に事務局担当者しか扱えないものではございます

ので、委員さんのタブレットに入れて見れるというのはないかと思います。ただＰＤＦ

とかでデータでお渡しすることはできますので、そこは今後の運用に関してはご相談

しながら決めていければとは思います。 

 ＰＤＦとは何ですか。 

 データのＰＤＦですね。ワードとかエクセルとかＰＤＦとかデータ単体で皆さんに

お渡しすることはできるかなということになります。 

 それと付随してですね、先週の金曜日に来ました農業新聞にですねどこかの農業委

員会が全委員さん、最適化推進委員さんにタブレットを支給して土地情報が現場で解

って非常に活用がされているという紹介があっていました。で、私どもも２年前ですか

パトロールでタブレットを持っていったらうまく機能しなかったということで、これ

は情報網の設備とかで南小国はまだそこまで行っていないのかなという感じなんです

けど、タブレットのフル活用について事務局もどんどん進化して欲しいと思います。 

タブレットの活用の件についてよろしくお願いします。 

 事務局からよろしいですか。 

 そうですねタブレットの件につきましては町で５台導入しているところでして、主

に活用としては農地パトロールの時に活用しておりますが、中々やはり電波の状況で 
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山間地、後は地籍の入っていない満願寺地域につきましては、やはり利用が難しいとこ

ろでございます。そこに関しては本年度、次年度以降に関してもまずはタブレット、各

委員さんに配布できるかどうかから含めて事務局のほうも検討を進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 （４番委員手をあげる） 

 ４番穴井委員からお願いします。 

 これ私聞いていいか分かりませんけど、この農業経営基盤強化促進に定める地域計

画目標素案決定についてということでございますけど、根本のこれはあれだったです

かねいわゆる土地の集積・集約なんかをする関係でございましたですかね。ちょっと教

えてください。 

 事務局から説明お願いします。 

 はい。事務局より説明させていただきます。 

 こちらの地域計画の大元となる目的ですね、法律では基盤強化法の法律に基づくと

は書いてありますが、いま穴井委員がおっしゃったとおり農地の集積・集約、一ヶ所に

集めたり、あとは作る方の近くに集めたりする目的に作るところでは国は定めている

ところです。本町としてはそこを最終ラインとしては見据えていますが、まずは地域の

方たちの実状に寄り添った形で地図を作成しながら、まだすぐそこの１０年先の未来

を見据えてというのは難しいかとは思いますので、徐々にまずは１、２年先の未来を見

据えてという形でこの地図を使いながら、各集落ごとの農業の未来について話し合っ

ていただくことを考えていますので、よろしくお願いします。 

 はい。よく分かりました。ありがとうございました。 

 （○推進委員手をあげる） 

 ○委員どうぞ。 

 何回も済みませんが、この議案を今年からこのボックスに入れていただけるという

ことで、当日配付資料もですねこの写真とか分かりやすい資料は是非とも一緒に同封

で添付をお願いします。 

 それともう１件は、農業新聞で見たんですが遊休農地の解消に向けて割と規制を緩

和するという感じで出まして５年ごとに水張りをしてからいつでも農地に戻せるよう

な農地の管理ということで、今までが足かせがあったみたいですが、５年ごとに水張り

とかしなくていいというような方に変わったと思うんですが、事務局はどういうふう

に判断しておりますか。 

 これは議案に逸れているから、これは総会が終わってからしか話されんでしょ。 

議案に関することなら受け付けますけど。 

 他に皆さんからありませんか。 

 （ありません。の声あり） 

 それでは採決に移ります。 

 賛成の方の挙手をお願いします。 

 （全員挙手） 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。全員賛成ですので当委員会で決定したことを町へ通知いたします。 

以上で総会の議案を全て終了いたしました。 

 これで令和７年２月の総会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 
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